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第６回 熊本県議会 経済常任委員会会議記録（平成21年12月14日) 

 

   第 ６ 回   熊本県議会    経済委員会会議記録 

 
平成21年12月14日(月曜日) 

            午前10時０分開議 

            午前11時28分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成21年度熊本県一般会計補

正予算（第５号） 

 議案第５号 平成21年度熊本県高度技術研

究開発基盤整備事業等特別会計補正予

算（第１号） 

 議案第６号 平成21年度熊本県有料駐車場

事業会計補正予算（第１号） 

 閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に 

ついて 

報告事項 

 ①基金事業の取組みについて 

 ②平成21年度における拉致問題の取組み

について 

③荒瀬ダムの取組みについて 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 溝 口 幸 治 

        副委員長 渕 上 陽 一 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 松 村   昭 

        委  員 重 村   栄 

        委  員  田 大 造 

        委  員 増 永 慎一郎 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 商工観光労働部 

         部 長 中 川 芳 昭 

    総括審議員兼次長 赤 星 政 徳 

      総括審議員兼 

    観光経済交流局長 守 田 眞 一 

        次 長 竹 上 嗣 郎 

   首席商工審議員兼 

     商工政策課長 内 田 安 弘 

     産業支援課長 高 口 義 幸 

首席商工審議員兼 

 経営金融課長 藤 好 清 隆 

      企業立地課長 真 崎 伸 一 

     労働雇用総室長 長 野 潤 一 

  労働雇用総室副総室長 古 閑 陽 一 

    労働雇用政策監兼 

    産業人材育成室長 福 島   裕 

    観光交流国際課長 松 岡 岩 夫 

    くまもとブランド 

        推進課長 宮 尾 千加子 

企業局 

         局 長 川 口 弘 幸 

         次 長 梅 本   茂 

      総務経営課長 黒 田 祐 市 

        工務課長 福 原 俊 明 

労働委員会事務局 

        局 長 井 手 義 隆 

     審査調整課長 吉 富   寛 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 平 田 裕 彦 

   政務調査課課長補佐 川 上 智 彦 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○溝口幸治委員長 それでは、ただいまから

第６回経済常任委員会を開会いたします。 

 それでは、本委員会に付託された議案を議

題とし、これについて審査を行います。 

 なお、付託議案等の質疑は、議案等の説明

が終了した後一括して受けたいと思います。 
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 まず、議案等について、商工観光労働部、

企業局の順に説明を受けます。 

 それでは、商工観光労働部長から総括説明

を行い、続いて担当課長から順次説明をお願

いいたします。 

 

○中川商工観光労働部長 商工観光労働部長

の中川でございます。お許しをいただきまし

て、座ったまま御説明をさせていただきま

す。 

 商工観光労働部関係の提出議案について御

説明申し上げます。 

 日銀熊本支店が11月30日に発表いたしまし

た金融経済概観では、熊本県内の景気は持ち

直しているとされております。個人消費は弱

い動きが続いているものの、乗用車販売や家

電販売で持ち直しの動きが見られるほか、製

造業の生産につきましても、半導体や自動車

関連を中心に持ち直しの動きが広がっており

ます。 

 しかしながら、こうした持ち直しの動きは

全体には波及しておらず、県内経済は依然と

して厳しい状況にあると認識しております。 

 雇用情勢につきましても、10月の有効求人

倍率が0.39倍となり、３カ月連続で改善して

はいるものの、大変厳しい水準で推移してお

ります。特に、来春卒業予定で就職を希望す

る県内高校生の就職内定率が、10月末現在で

も50％にとどまるなど、極めて深刻な状況で

す。 

 このような状況で、最近のデフレ傾向や消

費低迷が企業の業績回復をおくらせ、県内経

済にも悪影響を及ぼすことを懸念していると

ころでございます。 

 こうした中、国におきましては、２次補正

予算の柱となる総額7.2兆円の追加経済対策

を取りまとめたところであり、中小企業への

金融支援である緊急保証制度の保証枠の上積

み、省エネ家電の購入促進のエコポイント制

度やエコカー購入補助等の延長、さらには、

雇用調整助成金の要件緩和、地方公共団体に

対するインフラ整備支援などの対策を打ち出

しております。 

 商工観光労働部といたしましては、熊本県

信用保証協会や商工団体と連携し、年末資金

繰り個別相談会を県内４カ所で実施したとこ

ろでございますが、さらに年末に向けて、国

や他の部局等と連携し、資金繰りや経営相談

などの中小企業者向けワンストップサービス

デーと、雇用・住居・生活支援相談など、求

職者向けのワンストップサービスデーをそれ

ぞれ開催することといたしております。 

 また、引き続き、経済対策関連予算の着実

な執行に努め、県内景気の浮揚につながるよ

う、全力を挙げて取り組んでまいります。 

 平成21年度11月補正予算についてでござい

ますが、お手元の経済常任委員会説明資料の

１ページをお願いいたします。 

 商工観光労働部総額で4,606万円余の増額

補正をお願いしております。 

 その主な内容は、事業所向け太陽光発電シ

ステム補助金の追加に要する経費１億6,500

万円のほか、事業の執行状況を踏まえ減額補

正を行います県営工業団地光通信網整備や国

の経済対策に伴う交付金を最大限活用するた

めの財源更正などでございます。 

 また、緊急雇用創出基金事業の債務負担行

為の設定１件、繰越明許費の設定２件をお願

いしております。 

 そのほか、本日は、基金事業及び拉致問題

の取り組み状況について御報告をさせていた

だきます。 

 詳細につきましては担当課長、総室長から

説明させますので、よろしく御審議いただき

ますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、できるだけ簡

潔に、わかりやすく説明をやっていただきた

いと思います。 
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○内田商工政策課長 商工政策課の内田でご

ざいます。よろしくお願いします。 

 まず、委員会説明資料の中で共通しており

ます項目について、私から御説明を申し上げ

ます。資料の２ページをお願いいたします。 

 商工政策課の説明資料でございますが、右

側の説明欄の中に、６月補正におきまして、

国の経済対策臨時交付金を活用した事業でご

ざいます商工団体等による地域経済活性化促

進事業費補助がございます。これに財源更正

というふうに書いてございます。これは、国

の経済対策臨時交付金等を最大限有効に活用

するために、経済対策臨時交付金を一般財源

に財源更正するものでございます。 

 具体的に申し上げますと、事業費の執行が

入札契約残等により予算残が見込まれる分に

つきまして、経済対策交付金の執行残を防ぐ

ために、経済対策交付金から一般財源への財

源更正を県全体で行うものでございます。 

 そして、経済対策交付金を必要としている

事業、例えば、この後産業支援課から御説明

をいたしますが、くまもとソーラーパーク推

進事業等の補正に活用するということでござ

います。 

 商工政策課の事業のほか、同様の方針、考

えのもとに財源更正を行いますのは、３ペー

ジの産業支援課の説明欄の右側をごらんいた

だきますと、産業技術センター本館等整備事

業、これも財源更正というふうに書いてござ

います。その下の不況に打ち勝つ技術開発プ

ロジェクト事業、有機薄膜技術イノベーショ

ン人材育成・雇用拠点事業でございます。 

 ８ページをお願いいたします。労働雇用総

室の中ほどの技術短期大学校太陽光発電シス

テム設置事業でございます。 

 それから10ページをお願いいたします。観

光交流国際課の観光基盤緊急整備事業、それ

から、11ページのくまもとブランド推進課の

球磨焼酎等ブランド確立推進事業及びくまも

との銘酒販路開拓事業でございます。 

 したがいまして、経済対策の予算としての

執行を行っておりまして、事業の内容に変更

があるわけではございませんので、この財源

更正の分につきましては、各課からの説明は

省略させていただきたいというふうに存じま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いしま

す。 

 

○高口産業支援課長 産業支援課でございま

す。資料の３ページをお願いいたします。 

 まず、工鉱業振興費の工業振興費で１億円

の減額をお願いいたしております。 

 ページ右側の説明欄に記載しております産

業技術センター本館等整備事業につきまして

は、現時点における入札残等に伴いまして１

億円の減額をお願いいたしております。 

 続きまして、４ページをお願いいたしま

す。 

 新事業創出促進費で１億6,490万円余の増

額をお願いしております。 

 説明欄に記載がございます１は、トライア

ル購入事業でございますが、これは執行残に

伴います９万1,000円の減額でございます。 

 次、２番のくまもとソーラーパーク推進事

業でございますが、これは、６月補正予算で

計上させていただきました太陽光発電システ

ムを導入する事業所等に対する補助につきま

して、申請額が予算額を大きく上回ったた

め、今回増額をお願いするものでございま

す。 

 以上、産業支援課で総額6,490万円余の一

般会計予算の増額をお願いいたしておりま

す。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 繰越明許費でございますが、先ほど４ペー

ジで説明いたしましたくまもとソーラーパー

ク推進事業につきまして、補助対象事業者が

行う太陽光発電設備設置のための工事費等の
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執行に必要な期間が不足しているため、予算

総額３億1,500万円の繰越明許費の設定をお

願いするものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○真崎企業立地課長 企業立地課でございま

す。資料の６ページをお願いいたします。 

 企業誘致促進対策事業費ですが、県営工業

団地光通信網整備事業に1,235万8,000円の減

額を計上しております。 

 県営工業団地において、光通信を整備する

ことにより、企業誘致における本県の優位性

を確保するとともに、県営工業団地の分譲促

進を図り、企業立地に伴う経済効果を早期に

引き出そうとするものです。長洲町の名石浜

工業用地における整備の追加と、６月補正で

予算措置しました３つの工業団地分の事業費

の減少に伴う減額でございます。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 高度技術研究開発基盤整備事業等特別会計

に係る繰越明許費でございます。 

 款、項、目の目の欄、２つ分かれておりま

すけれども、上段の方なんですが、城南工業

団地管理事業につきましては、平成19年７月

の豪雨により発生しましたのり面の災害復旧

工事でございます。ことしの梅雨明け後から

工事を予定しておりましたが、基本試験の結

果、想定した地盤より軟弱であったため、そ

の設計検討に不測の時間を要し、発注におく

れが生じたため繰り越すものでございます。 

 下の段でございます。工業団地施設整備事

業費でございますが、これは２つございまし

て、まず菊池市で整備を進めております菊池

テクノパークのための基本設計費、地下水及

び地質調査費でございます。工業団地整備を

する前提となる環境影響調査に長期間を要

し、当該設計及び調査の着手がおくれたため

繰り越すものでございます。 

 もう一つが、県南地域の市町村が実施する

工業団地整備支援のための調査費につきまし

ては、年度内の完了を目指しておりますが、

地下水調査の状況等によっては長期間を要す

ることも想定されるため繰り越すものでござ

います。 

 これらの費用の合計１億5,100万円を繰り

越し申請するものでございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

○長野労働雇用総室長 労働雇用総室でござ

います。資料の８ページをお願いいたしま

す。 

 まず、上段の方の職業能力開発校費でござ

いますが、219万3,000円の減額補正をお願い

しております。 

 これは、６月の国の経済対策臨時交付金を

活用いたしまして、高等技術訓練校におい

て、自動車整備訓練に使用します購入予定の

ハイブリッド車の納車が年度内にできないと

いうことが明らかになったことに伴う減額で

ございます。 

 続きまして、一番下段の方の失業対策総務

費でございます。429万4,000円の減額補正を

お願いしております。 

 これも同じく６月補正でお願いしておりま

したけれども、雇用保険非受給者を対象とし

まして職業訓練を行いました就業バックアッ

プ事業の技術講習会の業務委託の入札残等に

伴う減でございます。 

 続きまして、９ページをお願いいたしま

す。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 緊急雇用創出基金事業におきまして、働き

ながら介護福祉士などの資格を取る介護雇用

プログラム事業の委託を今年度から来年度に

かけて実施する関係で、6,200万円余を設定

させていただいております。 

 労働雇用総室は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 
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○溝口幸治委員長 それでは、企業局長から

総括説明を行い、担当課長から説明をお願い

します。 

 

○川口企業局長 企業局でございます。 

 提出議案の御説明に先立ちまして、荒瀬ダ

ムの取り組み状況について、まず御報告させ

ていただきたいと思います。 

 ダム撤去費用の確保につきまして、国に対

し財政支援等の働きかけを積極的に行ってお

りますけれども、現段階では厳しい状況でご

ざいます。年内には回答をいただくように要

請しておりまして、国の対応を注視している

ところでございます。 

 一方、水利権の期限が来年３月末となって

おりますことから、おそくとも１月中には更

新申請が必要と考えております。 

 水利権の更新に当たりましては、地域の方

々、漁業関係者の皆様に御理解いただけます

よう、更新後のダム運用のあり方を含めて、

丁寧な説明が必要と考えております。 

 このため、今後、地元と共生するダムを目

指しまして、これまで以上にしっかり取り組

むために、荒瀬ダム対策アクションプランの

策定を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、企業局から御提案申し上げている議

案についてでございますが、有料駐車場事業

会計に係る補正予算関係の２件でございま

す。 

 詳細につきましては総務経営課長から御説

明させますので、御審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 また、荒瀬ダムの取り組みにつきまして、

アクションプランの中間報告を含めまして御

報告させていただくことにしておりますの

で、あわせて御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 

○黒田総務経営課長 総務経営課でございま

す。説明資料の12ページをお願いします。 

 企業局の補正予算案の総括表でございま

す。 

 有料駐車場事業会計の収益的収入214万9,0

00円及び資本的収入2,129万6,000円の増額補

正をお願いするものでございます。 

 13ページをお願いします。 

 県営有料駐車場は、耐震補強工事を実施し

ておりますが、国土交通省の住宅建築物安全

ストック形成事業の補助を受けることができ

るようになり、耐震補強工事費１億2,894万

6,000円に対する３分の１補助の4,298万2,00

0円分を補正をお願いするものでございま

す。 

 除却費相当額214万9,000円を収益的収入、

建設改良費相当額4,083万3,000円を資本的収

入として整理しております。 

 また、本件耐震補強工事につきましては、

財団法人熊本県中小企業センター等の商工団

体からの分担金を徴収しないこととしたた

め、1,953万7,000円を減額し、工事負担金の

減1,953万7,000円と補助金の増4,083万3,000

円で、資本的収入は2,129万6,000円の増額補

正をお願いするものでございます。 

 説明資料の14ページをお願いします。 

 有料駐車場事業会計についての平成22年度

から24年度までの３年間の債務負担行為の設

定をお願いするものでございます。 

 内容は、駐車場の料金徴収等業務委託でご

ざいます。平成16年に指定管理者の導入を検

討いたしましたが、業務委託の方が有利とい

うことで業務委託を実施しておりますが、現

在の契約が今年度末までとなっており、今回

は委託先を更新するための入札期間や料金徴

収業務に係る受託業者への研修期間を確保す

る必要があるため、債務負担行為の設定をお

願いするものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いしま

す。 

 

○溝口幸治委員長 以上で執行部の説明が終
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了いたしましたので、質疑を受けたいと思い

ますが、荒瀬ダムについては、直接議案には

ございませんので、後ほどアクションプログ

ラムの説明もいただきますので、その席で集

中的に議論をしたいと思いますので、議案に

載っている分だけ質疑を受けたいと思いま

す。質疑はございませんか。 

 

○田大造委員 ４ページ、５ページに関連

なんですが、ソーラーパーク推進事業につい

てお尋ねしたいんですが、今、全国で熊本県

のソーラー事業というのは、どのくらいの位

置づけで、どういうビジョンを持って投資を

行おうとしているのかを教えてください。 

 

○高口産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 ソーラーにつきましては、現在、大きくは

事業所向けと住宅向けと両方、いろんな補助

制度をもってやっております。 

 住宅向けにつきましては、これは国が公表

しているのが平成19年度の数字でございます

が、本県は、佐賀に次いで普及率が２位とい

うふうな状況でございます。 

 事業所向けについても、これは国の公表は

特にないんですが、今回、ことし11月に２次

の内示で行われた事業所向けの補助では全国

では２位ということで、本県がことしから行

いました事業所向けの補助制度は、それなり

に有効であったというふうに私どもは考えて

おります。  

 ソーラーの普及につきましては、もちろん

それぞれのソーラーの普及率が高いにこした

ことはございませんが、単に予算をかけて普

及率を日本一にしていくということももちろ

んでございますが、内容の充実、例えば、安

心、安全に県民の皆様方がソーラーを入れて

いただけるような仕組みづくりあるいは全国

のモデルになるようなソーラーの導入事業等

についても進めていきたいということで、こ

としの６月につくっておりますくまもとソー

ラープロジェクト――知事の特命でございま

すが、このソーラープロジェクトの中でそう

いった議論をさせていただきながら、県とし

てやれるものからやらせていただいていると

いう状況でございます。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○西岡勝成委員 ソーラーパークについて

は、多分９月でも個人向け住宅の分を追加補

正しましたよね。今回、また事業所向けに増

額をされるんですけれども、マンションあた

りの導入はどうなっているのか。非常に効率

的だと思うんですね、マンションだと。そう

いうところに働きかけとか、現状等を含め

て、利用、活用を含めてお尋ねをします。 

 

○高口産業支援課長 個人住宅向けは、これ

は10キロワット以下の小規模なものを対象に

した補助制度でございます。マンションは、

恐らくそれよりか大きなものが乗ると思いま

すが、これまで県の方で募集しております―

―57件ほど応募があっておりますが、この中

にはマンションからの御要望はございませ

ん。 

 と申しますのは、マンションにソーラーを

つけようとしますと――私もマンション住ま

いですが、組合の同意がとれないと、そうい

った事業をするということが非常に難しい状

況でございまして、これはなかなか全国的に

もそこら辺がうまく進まないというのが課題

であるというふうに聞いております。 

 

○西岡勝成委員 私もマンション住まいもや

っていますけれども、管理組合あたりの了解

を得ながらやって、ただ、将来的には非常に

稼働率といいますか、そういう面から見る

と、非常に利用度の高いシステムだと思いま

すので、その辺は、全くマンションだとどう
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いう補助があって、どういう導入の仕方があ

るのかというようなことも、やはりそういう

機会をとらえて、ぜひ広報なりしていただけ

ればと思いますので。 

 

○高口産業支援課長 御指摘のとおりかと思

いますが、現在、ソーラーの導入につきまし

ては、国の事業仕分け等でも、固定買い取り

制度、フィードインタリフと言いますけれど

も、この固定買い取り制度の見直しあたりの

議論がございます。あるいは、既存のもので

いきますと、例えばグリーン電力証書、こう

いった制度とかがございますので、そこら辺

の活用の方法あるいはこういった事業の見直

しの動きを見ながら対応してまいりたいと考

えております。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○重村栄委員 今のに関連してなんですけれ

ども、今新しい政府がＣＯ225％削減という

のを打ち出されていますよね。実現するのか

どうかようわからぬけれども、ただ、もしこ

れが実現するためには、このソーラーシステ

ムの導入はかなり図っていかないといけない

んだろうと思うんですけれども、25％達成の

ために、どの程度までこれを普及させないと

いけないのか、そのためには今の政策ですむ

のかどうか、その辺はどんなふうにお考えで

すか。 

 

○高口産業支援課長 ＣＯ225％削減につき

ましては、私どもが現在入手している情報で

も――これはソーラーだけで実現できるもの

ではないと思っております。ほかのさまざま

な再生可能エネルギーをどう組み合わせてい

くか、あるいはそういった中でこれから議論

がなされていくのかなと。 

 ソーラーに関していいますと、新しい政府

の方では、いわゆる固定買い取り制度を充実

させることが重要だというふうな御認識を持

っていらっしゃるようでございますので、そ

ういったものがどの程度これから改善される

のか、そこら辺のところをまず私どもも見な

いと、現時点でどれくらいだからどうだとい

うのはなかなか申し上げられない状況かなと

いうふうに考えております。 

 

○重村栄委員 今ソーラーが普及しつつある

のは、余剰電力の買い取りとこれと相まっ

て、設備投資が25年か30年でペイするという

ようなことも含めてやっていらっしゃるんだ

と思うんですけれども、今現在は余剰電力の

買い取り料金を少し高目にお願いしていると

いう、そういうのがあるからできるんですけ

れども、ただ、これがいつまで続くかもよう

わからない状況ですよね、当面という感じで

やってあるので。 

 こういったものが政策としてきちっと出て

こなければ、本当に今のソーラーがどこまで

進んでいって、ＣＯ2削減にどのくらい寄与

できるのか、そういった家庭の負担と設備投

資のペイする時間の問題、こういったものが

やっぱり政策として出てこないと、ただその

ときだけの雰囲気だけでやれやれと言われて

も、実際問題としてはなかなか進まないんじ

ゃないかなと思っているんですよね。 

 そのためには、やっぱり国がきちんとした

経済成長戦略を出して、そして、その中でＣ

Ｏ2をどう削減をしていくんだ、そのために

はどういう政策を打っていくんだというもの

をきちんとビジョンをはっきりしないと、た

だいろんなところで一生懸命やっていても、

行き詰ってくるんじゃないかなという気がし

てしようがないんですけれども、どんなです

か。 

 

○高口産業支援課長 ソーラーにつきまして

は、今先生が御指摘のように、非常に不透明

なところでもございます。 
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 ソーラーの普及で一番問題なのは、まず発

電コストがほかの再生可能エネルギーに比較

して非常に高いと。現在、発電コストは、キ

ロワット当たり大体49円ぐらいすると言われ

ておりまして、ほかの水力ですとか風力に比

べて数倍高いというところが大きな課題でご

ざいます。 

 ですから、そこら辺がまず下がってこない

と、電力だけを高く買っていても、なかなか

それは限界があるというふうに思っておりま

すので、片一方では、技術的に安いコストで

発電できるような新しいソーラーの開発とか

というのも非常に重要かと思いますし、もう

一つは、先生おっしゃったように、継続的に

成長戦略の中でどういうふうにソーラーを位

置づけていくかということを、やはり国の方

で明確に出していただくことが重要ではない

かなというふうに考えております。 

 

○溝口幸治委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○田大造委員 信用保証協会、この説明の

２ページ目に、県内４カ所で信用保証協会な

どの説明会をされたということなんですけれ

ども、この補正の予算で実際に十分資金が足

りているのか、その辺のところをお聞きした

いんですが。 

 

○藤好経営金融課長 年末に向けまして、信

用保証協会並びに商工団体さんと一緒になっ

て資金繰り対策で個別相談会を開かせていた

だきました。そういう中で、資金面でどうか

ということでございますけれども、６月補正

でも、今の緊急保証、これに連動いたします

金融円滑化特別資金でも100億円、新規融資

枠をさせていただきました。 

 ということで、県の制度融資におきまして

も、その辺の関連する部分も手厚くさせてい

ただいたところでございますし、また、今度

の追加経済対策でも、その辺のところの緊急

保証では６兆円でございますか、そういった

ところも手当てをする方向で対策として発表

されたところでございますので、そういうと

ころで今対応はされているというふうに考え

ております。 

 

○溝口幸治委員長 よろしいですか、田委

員。 

 

○田大造委員 あと１点お願いしたいんで

すが、労働雇用総室にお聞きしたいんです

が、８ページの雇用対策費に関してもうちょ

っと詳しくお尋ねしたいんですが。内容に対

して。 

 

○長野労働雇用総室長 これにつきまして

は、就職バックアップ事業の中身でございま

すか。 

 

○田大造委員 はい、金額がかなり大きい

ですので。 

 

○長野労働雇用総室長 これは、６月の補正

のときに、約800万弱ですか、補正させてい

ただいた分なんですけれども、その中で７コ

ース、パソコンとか介護福祉士のコースを設

けまして専門学校等に委託をしたんですけれ

ども、かなり見積もりをとったら低く落ちま

したので、その分が今回減額になっている。 

 当初に上げております同じバックアップ事

業というのがありますけれども、これについ

てはパレアの仕事相談・支援センター、あそ

この方で自らやっていますものですから、そ

の金額でちょっと予算を組ませていただいて

いたら、今度は民間に委託したらかなり落ち

たという経過でございます。 

 

○溝口幸治委員長 全体がわかるような資料

をお配りしといてください。そうせぬと、
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今、口頭だけじゃ、多分部分的なところしか

わからないので、ぜひお願いします。 

 ほかにございませんか。――なければ、こ

れで質疑を終了します。 

 ただいまから本委員会に付託されました議

案第１号、第５号及び第６号について、一括

して採決したいと思いますが、御異議ありま

せんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 異議なしと認め、一括し

て採決いたします。議案第１号、第５号及び

第６号について、原案のとおり可決すること

に、御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 異議なしと認めます。よ

って、議案第１号、第５号及び第６号につい

ては、原案のとおり可決することに決定いた

しました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 異議なしと認め、そのよ

うに取り計らいます。 

 次に、報告事項に入ります。 

 報告の申し出が商工観光労働部から２件、

企業局から１件あっております。 

 まず、それぞれ担当課長から説明を受けた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、報告１及び２について、商工観

光労働部から説明をお願いします。 

 

○長野労働雇用総室長 それでは、まず別冊

の委員会報告事項１ページの基金総括表をご

らんいただきたいと思います。 

 これは緊急雇用創出基金事業とふるさと雇

用再生特別基金事業のこれまでの取り組みの

状況を記載しております。 

 この総括表につきましては、９月議会の当

委員会におきましてもお示ししております

が、今回は、緊急雇用創出基金事業の上段の

県事業分、それから下段の市町村事業分と

も、４次分の事業額、新規雇用見込み額につ

いて記載しております。 

 上段の県事業分につきましては、緊急雇用

創出基金事業とふるさと基金事業の10月末ま

での雇用数というのが右の方にございまし

て、合わせて1,129人で、さらに今年度末ま

でに緊急、ふるさとを合わせまして607人の

雇用を予定しております。 

 また、下段の市町村事業分でございます

が、同様に、10月末までには雇用数として合

わせて1,860人を雇用しておりまして、さら

に年末までに219人の雇用を計画していると

ころでございます。 

 なお、緊急雇用創出基金事業につきまして

は、10月23日に発表されました国の緊急雇用

対策に対応しまして前倒しの執行に努めてお

りまして、先ほどの計画区分の４次分がこの

前倒し執行分に当たりまして、これは10月末

時点で、そこの表にございますように、県事

業で148人、市町村事業で10人の計画となっ

ております。 

 さらに、今回記載できませんでしたけれど

も、11月末まで募集をかけておりまして、こ

れに県事業で28人、市町村事業で384人の計

画が上がってきておりまして、現時点で570

人の前倒し執行を計画しているところでござ

います。 

 引き続き、厳しい雇用情勢に対応するた

め、事業の前倒し執行に努めてまいりたいと

考えております。 

 説明は省略いたしますが、次ページ以降は

県事業分の一覧を添付しております。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 せっかく時間があります

から、忘れないうちにここで質疑も受けてお
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きたいと思います。今の雇用の問題。 

 

○増永慎一郎委員 前回の委員会のときに、

例えば、県でやった分に関しては、各振興局

あたりの場所が絡むのであれば、ちょっとそ

れを教えてくださいという話をしていたんで

すけれども。 

 

○長野労働雇用総室長 済みません、振興局

に教えとってくれということと理解しており

まして、それで各振興局には、おたくの事業

はこれが絡みますよという通知は出して…… 

 

○増永慎一郎委員 そうなんですか。 

 

○長野労働雇用総室長 済みません、私が履

き違えておりまして、先生にじゃあ改めてま

た…… 

 

○増永慎一郎委員 皆さん方に。 

 

○長野労働雇用総室長 わかりました。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにありませんか。 

 

○重村栄委員 新規雇用ということでいろい

ろされて、数も多くなっていますが、雇用さ

れた方の年齢層が、大体どの辺の方がどうな

のかというのを一つ知りたいんです。 

 それともう１つ、これは雇用の実態がどう

なのかよくわかりませんけれども、例えば、

これは人数で出してありますけれども、ワン

デーではどんな感じなんですか。例えば、週

に何日雇用しているのかとか半日だけの仕事

とか、いろいろありますよね、仕事として

は。だから、その辺の実態がどうなのか、も

う少し詳しく知りたいんですけれども。 

 

○長野労働雇用総室長 一応、雇用形態につ

きましては、緊急雇用の基金を活用する方

は、今までのは６カ月以内の雇用ということ

で、事業によって１～２カ月とか…… 

 

○重村栄委員 期間じゃなくて、１日当たり

フルタイムなのか、それとも…… 

 

○長野労働雇用総室長 １日当たり、基本的

にフルタイムでございます。それで募集をか

けております。 

 それから、年齢層については、これはまだ

ちょっと集計をしておりませんので、２月の

ときに、また全体がわかるようなやつを御報

告したいと思います。 

 

○重村栄委員 少し早目に統計はとっておか

ないと、次の事業をやるときの対応が違って

くるでしょう。だから、やっぱり早目早目に

統計をとって、実際どこの世代に一番仕事を

提供しなくちゃいけないかということも含め

てやらないと、例えば高齢者でもうリタイア

して随分時間がたった人の求める仕事なのか

あるいは若くてやっぱり生活をどうしても支

えている人に提供してやりたい仕事なのか、

そういったところもきちっとやらないと、た

だ事業をやればいいというものじゃないと思

うんですよ。 

 だから、その辺の仕分けをするに当たって

は、やっぱり早くデータをきちんと分析し

て、解析して、求めているものはどの辺が一

番求められているものか、そこも含めて事業

を考えていかないと、経費をかけた割にはあ

んまり歓迎されないということにもなりかね

ないと思うので、そこら辺は早目にぜひして

ください。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。

田委員、いいですか、雇用。 

 

○田大造委員 ありがとうございます。非

常にいろんな取り組み、大変だと思います
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が、よろしくお願いします。 

 あと１点お聞きしたいのが、若干話がずれ

るかもしれないのですが、いろんなところに

仕事をつくったりお願いしているというの

は、県知事、熊本市長もやられているという

のは存じているんですが、では、熊本県とし

て、例えば、高校生の来年入ってくる枠をふ

やすとか、47市町村で高校生の就職、自治体

が受け入れる数がふえるとか、そういう情報

というのはあるんでしょうか。取り組み。 

 

○長野労働雇用総室長 それは、自治体の職

員としての採用ということであれば、基本的

に今どこの自治体も職員を減らす傾向にあり

ますので、この雇用情勢にかんがみて１人で

も２人でもふやすというような話は、私の方

ではちょっと今のところ聞いたことはござい

ません。恐らく県庁も、人事課に聞いてみな

いとわかりませんけれども、このためにふや

すという話は出ておりません。 

 

○溝口幸治委員長 この基金事業を活用して

――さっき話があったでしょう、何か50％ぐ

らいしかないからという危機的な状況もある

けれども、この基金事業を利用してそういう

ことを考えているとか、もしくはこれから検

討しようというところも含めて、ないです

か。 

 

○長野労働雇用総室長 今のところ、来年度

の高校生向けにバイトの方を入れるかという

話はちょっと人事課の方には相談は行ってい

ますけれども、それが実現するかどうかは今

のところはちょっとまだわかりません。 

 

○溝口幸治委員長 なければ、松岡観光交流

国際課長から、拉致問題の取り組みについて

説明をお願いいたします。 

 

○松岡観光交流国際課長 資料17ページをお

願いいたします。 

 北朝鮮による拉致問題につきまして、県内

には、政府認定の拉致被害者である県出身の

松木薫さん、それから鹿児島県出身の増元る

み子さんの御家族がおられ、一日も早い被害

者の無事帰国を待っておられるところでござ

います。県としましても、拉致問題の解決を

図るために、これまでさまざまな活動を実施

しているところでございます。 

 この場をお借りいたしまして、平成21年度

における取り組みについて御報告させていた

だきます。 

 まず、庁内におきまして、拉致問題に係る

情報を共有するとともに、啓発活動等の連絡

調整を図るために、庁内11課から成る連絡会

議を４月30日と12月２日に行いました。７月

には、拉致問題対策本部、外務省、警察庁に

対しまして、拉致問題の早期解決につき、政

府への要望活動を実施いたしました。 

 啓発活動といたしましては、今月10日から

16日までの北朝鮮人権侵害問題啓発週間を中

心に、県庁内、それから地域振興局等さまざ

まな場所におきまして、写真、ポスター等の

パネル展のほか、ラジオ、ホームページ、市

町村広報誌等、各種媒体による啓発活動を展

開いたしております。 

 また、３回目となります北朝鮮拉致問題に

関する講演会を、12月25日に熊本テルサで行

うこととしております。ことしは、救う会全

国協議会会長代行の西岡力様に、拉致被害者

救出の３条件という演題で基調講演をお願い

しております。また、拉致被害者家族の訴え

てといたしまして、横田滋さん、斎藤文代さ

ん、平野フミ子さんに講演をお願いしており

ます。 

 教育委員会の取り組みといたしましては、

人権教育の一環として、拉致問題の重要性を

教職員に徹底するため、教育事務所長、指導

課長、人権教育担当指導主事、校長、初任者

等の研修会において拉致問題を取り上げてお
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ります。12月には、人権教育推進状況調査を

行うことといたしております。 

 また、今年度、新たな取り組みとして、Ｄ

ＶＤアニメ「めぐみ」の視聴を通した学習指

導例を作成することといたしております。 

 そのほか、支援団体の取り組みといたしま

して、菊陽ブルーリボンの会が、発足１年を

記念いたしまして拉致被害者～松木薫さんた

ちを救おう！菊陽町民支援集会を11月に開催

されております。 

 18ページには、全国、本県のこれまでの主

な取り組みの状況を整理しております。さら

に、12月25日の講演会のチラシも添付させて

いただいております。 

 今後とも、拉致問題の一日も早い解決を目

指して啓発活動等に努めてまいりたいと考え

ておりますので、委員各位の御理解と御協力

をよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、質疑はござい

ませんか。 

 

○西岡勝成委員 拉致問題については、いろ

いろ国際課の方で御努力をいただいておりま

す。私も、拉致議連の会長をいたしておりま

すので、お願いをいたしておきたいんですけ

れども、この講演会、12月25日の午後５時か

ら銀座通近くのＮＴＴドコモで、街頭募金活

動なり、そういう街頭運動をやっていきます

ので、ぜひ職員の皆さん方もお誘いの上御参

加できればと思いますので、よろしくお願い

申し上げたいと思います。お聞きするところ

によりますと、副知事も何か参加をいただく

ような話でございます。 

 ただ、この講演会のことについて課長に質

問したいんですけれども、大体御出席を――

私も何回もこの拉致議連の会長をしておりま

すので講演会に出席いたしておりますけれど

も、出ていただくお願いをしている部署とい

うのは、大体同じところなんですかね。同じ

方がお見えいただいているんですか、県庁内

では。 

 

○松岡観光交流国際課長 基本的に、教育関

係者、それから行政関係者、それと一般県民

の方に広く呼びかけております。現在のとこ

ろ、申し込みというのが、昨年よりも申し込

みが早い状況で今集まっているところでござ

います。 

 

○西岡勝成委員 広くいろいろな方々にこう

いう講演を聞いていただければと思いますの

で、その辺もよろしくお願い申し上げておき

ます。 

 

○溝口幸治委員長 ちょっと私からつけ加え

ですけれども、25日に毎年設定しているの

は、いわゆる学校の先生たちに聞いていただ

きたいというねらいが一つありますよね。人

権教育の中でもやってもらうんだけれども、

なかなか先生たちの中から拉致問題をどう教

えたらいいかわからないという声もあるの

で、毎年、この時期に設定をしてやるという

ことがありますので、そのあたりの説明をや

っぱりなさった方がいいと思います。 

 それからもう１点、私から最後に要望して

おきますが、北朝鮮の人権侵害問題啓発週間

がこの時期に来ます。来年、また委員も変わ

りますけれども、拉致問題については、県に

とっても重要な課題だと思いますので、もち

ろん本県出身の拉致被害者もいらっしゃいま

すので、この時期には必ず拉致問題の取り組

みを委員会で報告をすると、そのようなこと

をぜひお願いしておきたいと思います。 

 私からは以上ですが、ほかにございません

か。――なければ、荒瀬ダムの取り組みにつ

いて、黒田総務経営課長から御説明をお願い

いたします。 
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○黒田総務経営課長 荒瀬ダムのこれからの

取り組みについて御報告申し上げます。19ペ

ージをお願いします。 

 まず、昨年11月の荒瀬ダムの存続方針決定

から今日までの取り組みについてであります

が、これまで地元住民や関係団体に対し、ダ

ム存続に理解を得るための取り組みとしまし

て、１月に、地元住民に対し知事から、存続

方針決定の経緯を説明していただきました。

５月と６月に、きめ細かく地元の声をお聞き

し、各対策につなげていくため、地元説明会

や現地説明会を開催したところでございま

す。あわせて、５月から９月にかけて、地元

要望に対する現地調査や立ち会い等を実施し

ております。また、６月から９月の間に、球

磨川漁協、八代漁協の理事会で、今後の取り

組みや具体的な対策案を説明したところでご

ざいます。 

 ４月30日には、庁内15課室から成る荒瀬ダ

ム対策庁内関係課長会議を設置し、企業局だ

けではなく、知事部局と連携した取り組みを

進め、11月25日の関係課長会議で、今後10年

間の荒瀬ダム存続に向けた対策となる荒瀬ダ

ム対策アクションプラン中間報告を取りまと

めました。このプランについては、早い時期

に地元住民や関係団体に対し説明を行いたい

と考えております。 

 次に、撤去のための４つの条件整備の取り

組みについてでありますが、撤去に向けた４

つの条件のうち、撤去のための資金の確保や

撤去工事の技術の確立が最優先の課題である

ことから、７月に、撤去に係る国の財政支援

制度の創設などを経済産業省及び国土交通省

に要望を行いました。その後、政権交代があ

り、10月に前原国土交通大臣、11月に新政権

に対し要望を行いましたが、そのほかにも、

今月５日に県選出国会議員との意見交換会

等、いろいろな機会をとらえて働きかけを行

っております。現段階では、国の財政支援は

大変厳しい状況と認識しております。 

 今後の取り組みにつきましては、撤去資金

の確保に当たり、国への働きかけを継続して

いくなど、撤去のための４つの条件整備に今

後も努めてまいります。 

 国土交通省に対しては、水利権の期限が来

年３月に迫っており、遅くとも来年１月中に

は水利権更新申請を行いたいと考えておりま

す。 

 次に、荒瀬ダム対策アクションプランにつ

いて御説明します。 

 概要版と本編を準備しておりますが、時間

の都合上、別冊１の概要版で御説明させてい

ただきます。１ページをお願いします。 

 策定の趣旨でございますが、今後のダム運

用に当たって、地域と共生するダムを目指し

て具体的に取り組む対策を計画的に推進する

というものです。 

 基本的な考え方は、地域と共生するダム運

用、環境に配慮したダム運用、発電利益の地

域への還元の３つとしております。 

 実施期間は、平成21年度から30年度までの

10年間としております。 

 また、実施に当たっては、地元住民、関係

団体などから成る荒瀬ダム管理・環境対策協

議会を設置し、取り組みたいと考えておりま

す。 

 ２ページをお願いします。 

 次に、荒瀬ダムのこれからの運用について

の取り組みですが、環境対策、安全確保・浸

水被害防止等対策、水産振興対策、地域対

策、地域振興対策の５つの柱で構成しており

ます。 

 １つ目の環境対策ですが、ダム貯水池や下

流河川の環境改善を図るため、日常の監視活

動を強化するほか、各種対策を強化し、環境

調査に取り組むこととしております。 

 具体的には、アオコの除去や泥土除去の実

施、ダム直下の原水区間における夏場の臭気

や藻類繁殖の抑制のためのフラッシュ放流な

どを実施することとしております。 
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 水質調査、富栄養化調査など、環境対策と

しての調査や監視の強化は３ページで整理し

ておりますが、河川的管理、湖沼的管理の２

つの視点で管理・監視体制を実施することと

しております。 

 ２ページに戻っていただきますと、浄化槽

設置基数の実態調査や浄化槽設置に対する補

助など、ダム貯水池周辺の生活環境などの保

全、向上にも取り組むこととしております。 

 ４ページをお願いします。 

 安全確保・浸水被害防止等対策でございま

すが、浸水するおそれのある宅地などのかさ

上げや浸水時の避難路確保のための県道、市

道のかさ上げ、堆積した土砂の除去、ダムゲ

ート操作による堆砂対策、ダム貯水池の護岸

補修などに取り組むこととしております。対

策の実施箇所については５ページに記載して

おります。 

 水産振興対策としましては、これまで実施

してきた稚アユの放流事業などに加え、アユ

の漁獲量増加への支援や覆砂事業の継続など

を検討し、球磨川、八代海の水産振興対策の

拡充に取り組むこととしております。 

 ６ページをお願いします。 

 地域対策としましては、ダム貯水池周辺で

のダム運用において生じる井戸がれや消防水

利などの諸課題や下流地域からの要望などに

ついて、改善策に取り組むこととしておりま

す。 

 最後に、地域振興対策でございますが、八

代市や関係機関と連携した道路整備やダム周

辺地域振興への支援といった対策を推進する

こととしております。 

 これからの荒瀬ダムの運用に当たっては、

以上の５つの柱で地域と共生するダムを目指

して取り組んでいきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 それでは、質疑を受けた

いと思います。質疑はありませんか。 

 

○重村栄委員 荒瀬のことで、このアクショ

ンプログラムは、知事が申されている４つの

条件が整えば撤去すると、それまでの間、撤

去できない間の対策としてこういうのをやり

たいということだというふうに思っています

が、今回の一般質問の中でも、いろいろこの

荒瀬ダムについては議論がありました。ここ

に出席の田委員もいろいろ質問されて、知

事の逆襲という名言を吐かれた、こんな記憶

もある議会であったのですが、また、議会の

質疑応答の中でいろいろ発言されていまし

て、今から申し上げる件はタブっている面が

幾つかあると思うんですが、質問の中でも出

ましたように、前原大臣は、国の制度がない

ので、そしてまた、つくった人が自分の責任

でやりなさいと、国が支援することはできな

いというような発言をされております。 

 その一方で、何の機会だったですか、地元

選出の国会議員さんたちの会合のときだった

ですか、松野参議院議員が、正式には何とお

っしゃったのかな、川辺川ダム問題と荒瀬ダ

ム撤去の問題、これを一つのくくりの中で解

決できないかということで今協議していると

いうような発言をされております。 

 この発言を承ると、何とか予算措置をどう

にかしてつけたいんだというような取り組み

をしているというふうに聞き取れまして、私

どもとしては、知事が申し上げていらっしゃ

る４つの条件の中の一番大きな問題、財政の

支援という大きな問題の解決に向けての御支

援の活動をされているということで、非常に

ありがたいなというふうには受けとめている

んですが、一方で、大臣は、だめですよと、

国交省も制度がありませんという発言を公式

の場でされている。その一方で、同じ民主党

の参議院の先生が、いや、何とかこれは一く

くりでやるんですと、国の事業である川辺川

と県の事業である荒瀬を、どうか一つにして

やらないかぬとおっしゃっている。この辺が
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果たしてどんなふうになるのかなと。期待感

だけ持たされて、はい、だめでしたというん

じゃ、県も困るし、私どもも非常に迷惑する

わけでありまして、その辺を執行部の方はど

んなふうに今とらえられていらっしゃるの

か。特に事業課である企業局として、どんな

ふうにこれを受けとめていらっしゃるのか。

言葉を、非常に期待感を持っていらっしゃる

のか、現実的にさめて受けとめていらっしゃ

るのか、まずこの辺をちょっとお聞きしたい

んですが。 

 

○黒田総務経営課長 先生がおっしゃられた

ように、知事も、一生懸命国の方に働きかけ

をしていただいております。 

 そういった中で、国土交通大臣は、自分の

ところの河川事業では非常に難しいとおっし

ゃっておられます。地元の松野先生は、どう

にかして財政支援ができないかということ

で、政務三役といろいろ御相談をしていると

いうようなことをお聞きしております。 

 現在の状況としましては、年内に返事をい

ただけないかと、来年、具体的に財政支援が

できるのかどうかという返事をいただきたい

というようなことで動いております。 

 といいますのは、水利権の期限が３月に迫

っておりまして、国の審査期間も考えます

と、水利権としては10月から２月いっぱいの

期間申請ができることになっておりますが、

今回は、国の審査期間もある程度考えます

と、遅くとも１月いっぱいには申請をしなけ

ればならないんじゃないかなというふうに考

えております。 

 そういった中で、地元にも説明に入らない

といけない状況にありますので、一応どうい

った見込みなのか、来年、予算が対応できる

のかどうかというのを現在は注視していると

ころでございます。 

 

○重村栄委員 川辺川ダムの予算と荒瀬の問

題とを一くくりでというお話をされているん

ですよね、松野先生は。私は、松野先生にお

会いすれば、ぜひその辺を聞きたいんですけ

れども、今の日本の制度の中で、あるいは国

の制度、あるいは法律の中で、国の事業のも

のと県の事業のものを一くくりの予算の中で

できるという妙案があるのかなと、ちょっと

今思っているんですけれども、その辺はどう

なんですか。客観点に見て、そういうことが

可能性はあると思われますか。 

 

○黒田総務経営課長 現在の制度の中では、

国土交通省も、予算を確保するのは難しいと

言われております。今の荒瀬ダムを財政的に

国土交通省の中で支援をしようとすると、新

たな制度を創設しないと難しいんじゃないか

なというふうには考えております。 

 制度の創設ということになりますと、荒瀬

ダムだけなのか、類似のダムも相当数あると

いうことで聞いておりますので、若干時間が

かかるんじゃないかなというふうには思って

いるところでございます。 

 

○重村栄委員 今おっしゃったことでいく

と、漁業権との関連で時間的な制限があるわ

けですよね、１月末ぐらいまでにはという

話。なかなか方向性が見えない今の状況が続

くしかないと、その中での交渉をやっていか

ないといけないということになりますよね。

そうすると、非常に厳しい交渉をされないと

いけない。それを強いられるということなん

ですが、そうなったときに、漁業者の方々の

同意というか、方向性も何か示さない中で、

現状の中でお願いしますというだけで同意が

得られるのかなという心配があるんですが、

いかがですか。 

 

○黒田総務経営課長 地元に御説明する中

で、ある程度こういったことで方向をお示し

して説明しないと、なかなか理解を得るのは
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難しいんじゃないかなというふうには思って

おります。 

 それで、年内にそういった可能性があるの

かどうかというのを注視しておりまして、明

けましてから地元に入るときには、姿勢を固

めて説明していこうというふうには考えてい

るところでございます。 

 

○重村栄委員 ちょっと話はそれますけれど

も、今のアクションプログラムをお聞きした

中でちょっと気になったのが、水産振興とか

入っているんですが、以前、議会の中でも要

望が出ていたと思うんですけれども、渇水時

の農業用水の確保ということも御意見が出て

いましたけれども、その辺については何ら触

れられていないんですよね。ひょっとした

ら、あえて言えば地域要望への対応というこ

とで入っているのかもしれませんが、もう少

し農業に対する問題、この意識はどこかに表

現をされていた方がよろしいのではないかな

というふうに思うんですけれども、いかがで

すか。 

 

○黒田総務経営課長 先生おっしゃられるよ

うに、地元からは、農業用水の確保ですと

か、それから、代替橋の設置とか、利便性の

補てんというような形で話としては伺ってお

ります。 

 今回のアクションプランにつきましては、

存続前提のアクションプラン10年間というこ

とで整理させてもらっておりまして、先生が

おっしゃられたような農業用水ですとか、代

替橋の話とか、それから危険物の除去です

ね、道路とか護岸とかの方は、別の方で撤去

の４条件の整理という形でやっていこうとい

うふうに考えているところでございます。 

 

○重村栄委員 おっしゃる意味はよくわかる

んですが、ただ、現実問題として、水産には

しっかり書いてあって、農業問題には一言も

触れてないと。やはりどこかにきちんと――

とらえ方の大小は別としても、やっぱり農業

問題も地域の問題としては非常に大きな問題

であるわけですから、それは何かの文言でや

っぱり盛り込んでおくべきじゃないかなと思

うんですけれども。 

 

○黒田総務経営課長 今回は中間報告という

形で報告させてもらっています。委員のおっ

しゃられた農業の振興等については、どこの

ところで整理するかというのはありますけれ

ども、今後県として対応を考えたいと思いま

す。 

 

○重村栄委員 ぜひ何か文言を入れてくださ

い。お願いします。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○田大造委員 知事は、昨年の議会でも、

撤去を覆したときに、ダムがもったいないと

かかわいそうとか発言されて、議場でも本当

涙を流すという、そこまでやったわけです

ね。だから、撤去、撤廃の理由としては、熊

本県の財政事情、そして経済的な合理性を県

としては追い求めると。 

 そして、平成21年、この19ページの流れを

ずっと見ましたら、本年１月からずっとダム

存続に対して県の企業局は動いてきたと。そ

れはそれで私も理解できると思います。です

が、これを見ますと、前政権の７月７日に、

知事は、県として撤去のための資金の確保に

動いているわけですね。そうしたら、民主党

としても、知事の真意はどこなんだと、撤去

したいんですか、存続したいんですか、どっ

ちなのと、ちょっとよくわからないと。 

 せっかく荒瀬ダム対策、こういう分厚い冊

子までつくられて、これは存続に向けて県庁

としては動いているわけですね。ですが、同

時に、条件がそろえば撤去と。国としては、
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こういう法整備というのが撤去に向けてでき

てないわけですから、大臣からは、民主党の

関係議員に対して、県としても努力してくだ

さいと、ここまで県としては撤去したいんだ

と、知事もしたいと、これを公式発表するの

が筋でしょうと。県としては、ここまで、例

えば92億円撤去に費用がかかると、何億円ま

でなら県は出せますと、国に、あと、例えば

50億円を出してくださいとか、30億円を出し

てください、県はここまでなら出せますと、

やっぱりそういう条件面での折り合いがない

となかなか進みませんねというところでとま

っちゃっているんですね。 

 その辺に対して、ちょっと局長になると思

うんですが、一体何がしたいのかと、知事

は。存続なら存続として、私たち民主党は、

県は存続なら、それとは違った国との対応を

求めていきますし、一体何がしたいのかとい

うのが、ちょっとどう考えているのか。 

 

○川口企業局長 一般質問の中でも、田委

員の御質問に対して知事が答えたと思いま

す。 

 知事の考え方としては、撤去の条件が整え

ば撤去するんだと、これはもう変わっており

ません。ただ、撤去するためには、やっぱり

４つの条件が整う必要があると、現段階で

は、条件が整っていないので、存続の方針に

も変わりはないと、こういう言い方をされて

います。 

 もう１つ、これは繰り返しで申しわけない

んですけれども、一般質問の中で知事が申し

上げられたのは、財政危機にある本県の現状

から、財政見通しがつかない状態で今撤去と

いう表明は困難だと、逆に条件が整えば撤去

するんだと、こういう考え方を重ねて御説明

されたところでございます。 

 それともう１つ、国に対する要望ですけれ

ども、全国的にもダムの本格的な撤去の事例

がない中で、やはり技術的な支援と財政的な

国の支援というのはぜひお願いしたいという

のが県の立場です。 

 今お願いしている中身としては、濱田委員

今おっしゃったように、91億8,000万という

のが撤去費用の概算ですけれども、既に支出

している経費がございますので、あと残る経

費が約71億と、その中で、いわゆる企業局の

内部留保資金42億、ちょっと端数があります

けれども、28億がいわゆる撤去のために不足

するんだと、こういう状況を述べまして、ぜ

ひ技術的あるいは財政的な国の支援をお願い

したいということを、今お願いしているとこ

ろでございます。 

 

○田大造委員 そうしましたら、知事が、

かわいそうとかもったいないとか、忘れてい

いんですかね。ダムがかわいそうとか、そん

なことを言うから、それに対してはどうお考

えになっているのか、お聞きしたいんです

が。 

 

○川口企業局長 公式の場では、やはり撤去

から存続に判断を示された理由としては３つ

ございまして、１つは、前提条件が変わった

ということで、当初撤去費用が、安全性の確

保とかあるいは環境への配慮とかで、想定し

た撤去費用が膨らんだんだと、内部留保資金

で賄うという前提が大きく変わってできなく

なったというのが１つです。 

 もう一つは、じゃあ一般会計から撤去費用

の支援ができないかといったときに、御存じ

のように、県は非常に財政危機にあると、そ

ういう状況の中で、財政再生団体に陥らない

ためにも、やはり財政危機にある現状では撤

去資金の支援というのは難しいと。 

 ３つ目は、いわゆる撤去を決めたときに

は、電力自由化という社会的な大きな流れの

中で、総括原価方式でこの電気事業が維持で

きるのかどうかというのが見通しが立たなか

ったという状況の中で、判断をされる時点で
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の整理としては総括原価方式で維持される

と、こういうことが当初と前提条件が変わっ

たということで、そういうことで存続と表明

されたということでございます。 

 

○田大造委員 最後に、地元住民が一番翻

弄されて迷惑していると思うんですが、働い

ている現場の職員として、前知事のときに撤

去が決まって、昨年の６月４日に白紙と、半

年後、昨年の12月定例県議会で存続と、もう

明確にしているのにもかかわらず、またこと

し、条件が整えば撤去もありかなと、こうい

うトップの判断が揺れているわけですね。私

が職員だったら、こんなやりにくいトップは

ないわけで、それに対してどのようにお考え

になっているのか、お尋ねします。 

 

○川口企業局長 企業局の局長としては、ト

ップの判断は揺れているとは理解しておりま

せん。知事の判断は首尾一貫しておりまし

て、撤去の条件さえ整えば撤去したいと、今

条件が整っていない段階では存続の方針にも

変わりはないと、このことについては職員も

理解して、指示に従って仕事をやっていると

いう状況でございます。 

 

○田大造委員 そうしたら、かわいそうと

かもったいないという話はどうなるんですか

ね。情緒的な話が混在しているからわけがわ

からなくなっているんですよ。かわいそう、

もったいない、もったいないという精神があ

るんだったら、ダムはずっと永遠になくなら

ないですよ。これはどうお考えですか。 

 

○川口企業局長 実は、私も、ことしの４月

に企業局に参りまして、まず荒瀬ダムを見に

いきました。やはり50数年間、この球磨川の

ここに頑張って県の産業発展、県民福祉の向

上のために、発電のために努力してきたんだ

なと、そういう感想は持ちました。だから、

恐らく知事も、知事になられて荒瀬ダムを視

察されたときの感じはそういう感じかなと、

私はそういう理解はしています。 

 

○溝口幸治委員長 ちょっと田委員、いい

ですか。済みません、私から質問をという

か、ちょっと整理する意味で。 

 民主党は、荒瀬ダム撤去を公約というか、

方針として、しっかりもう何が何でも撤去し

ていくんだという方針をお持ちなのか、それ

とも知事が撤去すると言ったら民主党も撤去

だけれども、知事が撤去せぬと言うなら、こ

れ以上民主党もあんまり突っ込んでいかない

というふうにお考えなのか。 

 というのが、菅さんは、あのときは、何で

すか、代表代行か何かで去年お越しになった

ときに、自然回復だとか、そういうのも含め

ると、国会でもやっぱり議論はせないかぬと

か、あるいは一部負担をすることも検討すべ

きだというような御発言もなさっているんで

すね。 

 ということは、民主党の方針として、荒瀬

ダム撤去は何が何でもやり遂げないかぬとい

う思いだったんじゃないかなというふうに私

は感じていたんですけれども、今回の田委

員の議会での質問やきょうの御発言なども聞

くと、いや、県が撤去と言ったら後押しはす

るけれども、県が撤去せぬと言うなら、もう

これ以上民主党は突っ込めないのかなという

ふうに聞こえるんですが、そこはちょっと整

理の意味でということですから、わかる範囲

で結構ですけれども、お答えいただければ。 

 

○田委員 民主党としては、首尾一貫して

荒瀬ダムは撤去です。撤去で動いています。

知事がどう言おうが、知事があいまいな態度

をとろうが、民主党は、政府も一丸になって

動いていますが、これはやっぱり行政を動か

すということは、政府・国土交通省対県、こ

の荒瀬ダムというのは県営ダムなんですね。
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県営ダムの場合、私は一般質問で言ったとお

り、やはり県のトップが、明確にもうこのダ

ムは廃止すると、早急に廃止すると、これこ

れここまで県は詰めていますと、こういう話

を公式に上げてもらった方が国は動くんです

よね。 

 水面下で要望とかいうことを何度繰り返し

ても――今全国で143のダムを見直ししてい

ます。また、別の次元として県営ダムがある

わけですね。だから、国としては、この荒瀬

ダムだけを特化して対応はできないと言われ

ています。ですから、対応できるためにはど

うすればいいかというと、やっぱり県が明確

に、県の重要事項として上げてもらうと。 

 だから、今のところは存続で行っています

からね。政府としては、何で存続のダムにそ

こまで、熊本のある一つの地域のダムに対し

て、国が国営ダムを飛び越して動かないかぬ

のかと、こういう話もあるわけですよ。です

が、民主党県連、そして民主党としては、一

丸となってダムを撤去と、これで動いている

のは事実です。 

 

○溝口幸治委員長 いろいろ突っ込みたいと

ころはありますが、ここで質疑を繰り返して

も――今整理の意味でということでお聞きを

いただきたいと思いますが、ほかに皆さん方

から御質問はございませんか。 

 

○渕上陽一副委員長 今整理の意味でという

ことだったので、これ以上言うことはないん

だろうと私も思っております。 

 先ほど企業局長の総括の説明があったとお

りで、いかに苦しんでおられるかというの

は、もうその説明を見たら、国に対しては、

条件さえ整ったらなくしたいと、もし国から

支援があれば自分たちはなくすということを

言われとるとだろうと思いますけれども、こ

こに書いてあるごつ、現段階では、要望はし

とるばってんが、なかなか厳しかっだろう

と、だけん、年末まで、回答をもらうまで待

っとこうと、回答が来たら、しっかりとその

腹を決めて説明に向かうということで書いて

あり、まさしくそのとおりだろうと思ってお

りますけれども、もう一回だけ、どうも田

委員の話を聞きよると、いや、県が決めたな

らばおっどんなやるんだよと、だけん、県が

やれと言いよるとは必ずやれるんですかね。

その辺がちょっとよくわからなかったもの

で、県が、よし、もう撤去ということでやっ

たら、本当にやれるのかなというふうに思う

んですけれども。 

 

○田大造委員 これは、もともと…… 

 

○溝口幸治委員長 ちょっと待って。今のは

田委員の発言というよりも、松野先生が、

例えば県選出国会議員と執行部との話し合い

だとかいろいろな場面で、一体的な取り組み

が考えられる、政務三役なんかとも協議をし

ているというお話があるので、そういう話が

何かやれるように聞こえているので、そこは

もう一回、執行部として――これは田委員

にこれ以上質問しても一緒というか、そうい

う場ではないので、執行部として、松野先生

がおっしゃっている真意、根拠というもの

を、現時点でどの程度理解をしているのか、

把握をしているのかをちょっとお話しいただ

けますか。 

 

○川口企業局長 実は、国交大臣の発言と松

野参議院議員の発言で、合うところと合わな

いところということで、合うところは論議し

ているということなので、我々も、どういう

レベルでどういう論議をされているのかとい

うことで、事務的に情報収集に努めておりま

すけれども、御存じのように、政務三役主導

という中でなかなか情報がとれないと、わか

りづらいというのが正直なところでございま

す。 
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○溝口幸治委員長 わかりました。 

 

○田大造委員 これは皆さん、何かちょっ

と思い違いというか、勘違いされている部分

があると思いますね。ダム撤去というのはも

ともと決まっていたことですよ。これはトッ

プの判断でダム撤去、去年の６月４日以前は

ダム撤去で動いていたわけですね。これは何

でダム撤去――全国で初めてですよ、こうい

う事例は。だから、もめてきたわけですね。

何でダム撤去ができたかというのは、トップ

が決めたからです。職員が決めたわけじゃな

いですね。トップが判断して、ダム撤去で県

議会も動いてきたから、そういう方針が確立

されたんですね。 

 ですから、今回もやはりだれがキーマンか

というと、民主党じゃないんですよ。これは

やはり県知事がキーマンなんですね、責任

者。そこの判断があいまいだからもめている

んですよ。まとまる話もまとまらないと、こ

こが私は言いたいですね。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 これは一貫して田委員

が本議会でも言われていますから、それはそ

れとして、済みません、そこで実は一般質問

も含めて、これまでのいろいろなやりとりも

含めて、私なりに委員会で何ができるのか

と、今後水利権の更新やいろいろなものが来

る。あるいは委員会としてみれば、４つの条

件がそろえば撤去すると、それまでは存続す

るというのは、まあいわゆる容認をしてきた

という感じなので、このあたりでちょっと整

理をして、私の方から松野先生に対してとい

うか、きょう幸い田先生がいらっしゃるの

で、ここで皆さん方とちょっと相談をしなが

ら、松野先生に質問という形で出したいと思

うのを用意していますので、お配りをさせて

いただきたいと思います。 

  （資料配付) 

○溝口幸治委員長 ちょっと私の方から、も

う読みませんけれども、簡単に説明させてい

ただきますと、松野先生が、非常に荒瀬ダム

撤去に向けて日ごろから御尽力をいただいて

いるというのは我々も大変感謝をしている

と、そしてまた、まあ腰が引けているんじゃ

ないかという話も若干出たと聞いています

が、そうじゃなくて、ちゃんとやっているん

だという御発言もなさっているというものを

聞いておりますので、私たちは非常に力強く

感じています。 

 私どもも、先ほど申しましたように、４つ

の条件が整えば撤去したいが、現時点で整わ

ないので存続ということは、いわば容認をし

てきているという形になりますが、そこで、

さっきから議論になっているように、12月５

日の本県選出の国会議員と熊本県とのお話し

合いの中で、松野議員から、大臣、副大臣、

政務官とも何度も話し合いをしていると、川

辺川ダム問題、荒瀬ダム撤去の問題を一つの

くくりとした中で解決できないか、何らかの

形で県の負担を軽減する方法について協議し

ている状況と、これは非常に我々にとっては

ありがたいというふうに思いますが、一方

で、先ほどから出ているように、川辺川と荒

瀬の問題が一緒にできるのかという不安もあ

りますので、そういった発言の整合性はどう

なのかなというのをちょっと心配をしていま

す。 

 それともう１つ、11月18日の衆議院の国土

交通委員会において、中島隆利議員の質問に

前原大臣が答えて、非常にそれは無理なんだ

と、現状においては設置者がやるんだという

ような、非常に冷たいというか、そういう回

答がなされていますが、その後に政務三役と

かと協議をしているという松野先生の御発言

もありますので、できればその辺のことを松

野先生――田先生が民主党の窓口でいらっ

しゃいますので、田先生を通じて松野先生
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に真意を確認していただいて、できれば、先

ほど執行部の都合も、年内に欲しいというの

もありますし、我々も今後議論していく上

で、それがしっかりあればまた議論の方向性

も変わってくるんだろうと思いますので、年

内に松野先生に田先生からアポをとってい

ただいて、しっかり聞いていただいて、この

記の後に書いておりますけれども、いわゆる

今の法律で対応できるのかあるいは新法とい

う形で松野先生はお考えなのか、そういった

ことも含めて、予算あるいは県がどのぐらい

負担をするのかというのも――まだはっきり

したものはないと思いますが、そういった方

向性について、ぜひ我々にも情報を田先生

経由でいただければというふうに考えており

ますが、ここで幾ら田先生に我々が質問し

ても、政務三役や大臣との協議も含めて、松

野先生の御発言を含めて、あとは先生に聞い

ていただくのが一番いいのかなと思いますの

で、こういった形でぜひ濱田先生にお願いを

して、その真意を教えていただければと思い

ますが。 

 

○濱田大造委員 委員長は会う必要はないん

ですか。 

 

○溝口幸治委員長 そこまで――幸い田先

生がいらっしゃるので、いらっしゃらない場

合はと思いましたけれども、先生がいらっし

ゃるので、窓口と聞いておりますので。 

 

○田大造委員 あと１点、この質問状の中

で、１行目の民主党の公約でありますという

ふうになっているんですが、これは民主党の

マニフェストの中には、残念ながら、荒瀬ダ

ムの文言は入っていません。川辺川ダムまで

でした。ですから、もちろん県連レベル、ま

あ党の本部にも話は通じていたんですが、公

約といえば公約です。文言にはなっていませ

んが、公約だと私たちは考えています。です

から、本体のマニフェストの中には入ってい

ない公約であります。 

 

○溝口幸治委員長 わかりました。 

 ということで……（「それでいいたい」と

呼ぶ者あり）ぜひお取り次ぎをいただいて…

… 

 

○田大造委員 はい、わかりました。 

 

○溝口幸治委員長 御回答を年内にいただけ

れば、非常に我々も議論がしやすいと思いま

すので…… 

 

○田大造委員 委員長と企業局に対してお

出しするという形で段取りしますので。 

 

○溝口幸治委員長 じゃあ、それで田先

生、よろしくお願いいたします。 

 

○西岡勝成委員 委員長、一言私も。潮谷知

事のときのプロジェクトチームの座長とし

て、ちょっとつけ加えさせていただきたいの

ですが、我々も撤去提言をした一人でござい

ますけれども、この上流に瀬戸石ダムがある

ということは頭に置いとってもらわないと、

荒瀬だけが――まあこの委員会ですから、そ

れはそれでいいんですけれども、荒瀬を撤去

したからすべてが解決するような話じゃない

んですね。清流を、要するに川辺川の清流、

球磨川の清流を取り戻す、水産振興をいろい

ろ考える場合、どうしてもそれが一体なんで

すよ。 

 この中には川辺川ダム問題と荒瀬ダム撤去

の問題を一つにしてと書いてありますが、こ

れはもう１つあるんですね、その上に。５ペ

ージのこの地図にあります。そのことは全然

今までお話が出てこないものですから、我々

としては、それも一体の中であるんですよと

いうことを提言しておりますので、その辺は
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ぜひつけ加えさせていただきたいと思いま

す。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。

――それでは、質問状については田先生経

由で松野先生にお渡しいただいて、年内にぜ

ひ回答をいただくように努力をしていただき

たいと思います。 

 最後に、その他でございますが、ほかにご

ざいませんでしょうか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○溝口幸治委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたしました。 

 最後に、要望書が３件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。それぞれごらんをいただきたいと思

います。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。 

  午前11時28分閉会 
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